
介護保険について
～サービス利用の方法～

地域医療連携室 看護師



介護保険とは？

• 介護保険制度は、私たちの住む市町村が保
険者となって運営します。40歳以上の方が被

保険者（加入者）となって保険料を負担し、介
護が必要と認定された時には、費用の一部
（１割～３割）を支払って、サービス事業者か
ら介護（予防）サービス、介護予防・生活支援
サービス事業を利用する仕組みとなっていま
す。



介護保険制度について

加入者（被保険者）

市町村（保険者））
介護保険を運営します

○介護（予防）サービスの確保整備
○要介護・要支援認定
○保険証の交付
○介護保険負担割合証の交付
○介護保険料の算定・徴収 など

サービス事業者
在宅サービスや施設サービスを提供します

指定を受けた
○社会福祉法人
○民間企業
○非営利組織

などが実施

地域包括支援センター

ケアマネージャー ○ケアプラン送付

○相談を受け支援
○様々な相談

○要介護・要支援認定の申請
○介護保険料の納付

○要介護・要支援認定
○保険証や負担割合証の交付

○介護（予防）サービス、介護予
防・生活支援サービスの提供

○サービスを利用し、利用者負
担額（1～3割）の支払い

６５歳以上の方
（第1号被保険者）

40～64歳の方
（第2号被保険者）



介護保険申請のタイミング

老々介護

買物が
つらい

最近物忘れ
がひどい

転倒して
入院した

一人暮ら
しで不安

体調が不安



要介護認定の手続きの流れ
相談（病院相談室、地域包括支援センター、市町村担当窓口へ）

要介護認定の申請→本人または家族が市町村などに申請

主治医の意見書
→市町村の依頼で主治医が意見書を作成

訪問調査
→認定調査員が自宅、病院を訪問して調査

要介護度の決定

認定結果通知→申請から３０日ほどで自宅へ通知

要支援・要介護と認定
サービス利用へ

非該当と認定



介護度について

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

７つの区分
に分けられ
ます



介護保険でのサービス

利用者

訪問看護

ヘルパー

リハビリ

ディサー
ビス

福祉用具訪問診療

訪問入浴

施設入所

住宅改修



病院の相談室について
• 病院1階 地域医療連携室

医療福祉相談室

入院・外来の患者さんやそのご家族からの相談を専門の相談
員が対応させて頂いています。

担当の包括支援センターやケアマネージャーとも連携していき
ます。

介護保険のこと
経済的な問題
療養上のこと
各種制度手続きについて

ぜひ、ご相談ください


